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事業税のしくみと算出の流れ

①各種所得の金額 ②損益通算 ③繰越控除 ④課税標準 ⑤所得控除 ⑥課税所得 ⑦算出税額 ⑧税額控除 ⑨納税額

利子所得

事業主控除　２９０万円
損益通算 繰越控除不動産所得(*1) 収入金額 必要経費

配当所得

× ＝

人的
控除

事業主控除　２９０万円

事業を行った期間が１年未満
の場合は、月割計算で控除
額を算出する

課税総所得金額

普通徴収
（申告不要）

年２回
（8月、11月）

総所得金額

　　　　　税率

第１種事業　5%
　小売、賃貸、飲食、運
送

第２種事業　4%
　畜産、水産

第３種事業 5%

税
額

損益通算

土地取得のための負債利子部分の赤字を
事業所得と通算できる

繰越控除

事業用資産の譲渡損失を、翌年以降３
年間繰越控除可能

不動産所得(*1) ＝収入金額－必要経費

事業所得(*2)(*3) ＝収入金額－必要経費

給与所得

譲渡所得

短期
（5年以下）

（8月、11月）第３種事業　5%
　医業、弁護士、美容

第３種事業　3%
　あん摩、はり、灸

公的年金

公的年金以外

長期
（5年超）

一時所得

雑所得

山林所得

退職所得

(*1)　事業的規模である場合
　 １０棟（一戸建て）、１０室（アパート）、１０台（駐車場）、１０件（貸地）
(*2)　青色申告特別控除 控除できない
( ) 事業専従者給与 扶養控除等を受 も 労働 対価と 相当 あれば必 経費となる(*3)　事業専従者給与 扶養控除等を受けていても、労働の対価として相当であれば必要経費となる


